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第１ 監査の概要 

 

 １ 監査の種類   公の施設の指定管理者監査 

 ２ 監 査 対 象   西武造園株式会社 

            こども未来部こども未来課青少年育成室 

（指定管理に関する事務の所管所属） 

 ３ 事前調査期間   平成３０年１２月１４日から平成３１年 １月１７日まで 

 ４ 監 査 期 間   平成３１年 １月１８日 

 ５ 監査対象年度   平成３０年度上半期 

 ６ 監査対象事項   施設の管理運営に関する事務及び出納その他の事務 

 ７ 監 査 方 法    公の施設の指定管理者に対して、公の施設の管理運営に係る出納その

他の事務の執行状況について、関係資料の提出を求め、担当者から説明

を聴取し、諸帳簿等について調査・確認するとともに、条例及び協定書

等に沿って適正な管理が行われているかに重点をおいて監査を実施した。 

             また、所管所属に対しては、指定管理者への指導監督が適切に行われ

ているかに重点をおいて監査を実施した。 

 

第２ 監査対象の概要 

 

 １ 指定管理者の概要 

名  称  西武造園株式会社 

代 表 者 取締役社長 大嶋 聡 

住  所 東京都豊島区南池袋一丁目１６番地１５号 

 

 ２ 指定管理の内容 

施  設  名 
①四日市市少年自然の家 

②四日市市水沢市民広場 

所  在  地 

①四日市市水沢町字大谷 

１４２３番地２ 

②四日市市水沢町２５２番地 

６３ 

設置年月：①昭和６２年１１月 

     ②平成 ４年１０月 

指 定 期 間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

指定管理料 ８４，２４０，０００円（平成３０年度） 

指定管理に 

係る収支状況 

(平成３０年度 

上半期) 

 収 入   ５９，６６４，９８８円 

 支 出   ５２，１５８，０１５円 

 収 支    ７，５０６，９７３円 
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利 用 実 績 

利用者数 

 平成２８年度    ５５，６９８人 （年間） 

 （参考 ４月～９月 ３６，４６９人） 

 平成２９年度    ５３，０２０人 （年間） 

 （参考 ４月～９月 ３３，１２４人） 

  平成３０年度    ３４，３３３人 （４月～９月） 

 

 ３ 指定管理の業務範囲 

   ア 事業の実施に関すること。 

   イ 使用の許可等に関すること。 

   ウ 利用料金の徴収等に関すること。 

エ 少年自然の家・水沢市民広場の施設・付属施設等の維持管理に関すること。 

オ その他、少年自然の家・水沢市民広場の運営に関すること。 
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 ４ 収支状況 

                                      単位：円 

項 目 実施計画（年間）（a） 実績額（上半期）（b） 比較増減（b）－（a） 

利用料金収入 ２７，０００，０００ １６，０３７，７８９ △１０，９６２，２１１ 

指定管理料 ８４，２４０，０００ ４２，１２０，０００ △４２，１２０，０００ 

事業収入 ２，７００，０００ １，１２７，０９９ △１，５７２，９０１ 

その他 ６７３，９２０ ３８０，１００ △２９３，８２０ 

収入 計 １１４，６１３，９２０ ５９，６６４，９８８ △５４，９４８，９３２ 

人件費 ５２，６７１，９６０ １９，９４５，９０３ △３２，７２６，０５７ 

管理運営費 ４９，４２０，４４０ ２５，２５３，３５８ △２４，１６７，０８２ 

 消耗品費 ３，５７０，４８０ ２，５２８，４２９ △１，０４２，０５１ 

 旅費交通費 １，３０２，４８０ ３６５，７８３ △９３６，６９７ 

 通信運搬費 １，２２２，３２０ ５３６，９２６ △６８５，３９４ 

 賃借料 ３，１２３，３６０ １，３８２，１９０ △１，７４１，１７０ 

 保険料 ５４４，０００ ６５４，０２４ １１０，０２４ 

 広告費 １，０２６，０００ １，４３４，５７２ ４０８，５７２ 

 光熱水費 ８，９１０，０００ ３，１５０，８０１ △５，７５９，１９９ 

 燃料費 ２，６４３，８４０ １，９０１，８００ △７４２，０４０ 

 職員研修費 ３２４，０００ １１１，６００ △２１２，４００ 

 業務委託費 ２２，７１９，９６０ １１，０４４，０６３ △１１，６７５，８９７ 

 修繕費 ３，３８６，０００ １，８４８，４２０ △１，５３７，５８０ 

 その他 ６４８，０００ ２９４，７５０ △３５３，２５０ 

活動事業費 ３，９４２，０００ ２，６６８，９９４ △１，２７３，００６ 

一般管理費 ８，５７９，５２０ ４，２８９，７６０ △４，２８９，７６０ 

支出 計 １１４，６１３，９２０ ５２，１５８，０１５ △６２，４５５，９０５ 

収  支 ０ ７，５０６，９７３ ７，５０６，９７３ 

 

 



- 8 - 

第３ 監査の結果 

 

   四日市市少年自然の家及び四日市市水沢市民広場の指定管理者西武造園株式会社における出

納及びその他関連する事務並びに所管所属の指定管理者に対する指導状況等について監査した

結果、次の指摘事項及び意見のとおり、是正又は改善を要するものなどが見受けられた。今後

の事務執行にあたっては、これらに十分留意するとともに、その措置を講じるよう要望する。 

   なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。 

 

 １ 指摘事項 

 

【西武造園株式会社】 

（１）協定書に定められた報告書等について 

 小規模修繕を実施したときは、基本協定書第１８条第３項において、実施後に修繕前と修

繕後の写真を報告することとなっているにもかかわらず、修繕費にかかる月次報告書におい

て、修繕前の写真の添付がなされていなかった。不備のない適切な事務処理を行うこと。 

（２）使用許可について 

使用許可を決定する際に決裁がとられていなかった。全ての使用許可について、決裁をと

ること。 

（３）文書管理について 

    業務日誌において、修正テープによる訂正及び鉛筆による記載が見受けられた。不正防止

の観点からも文書を訂正する際には、訂正印による訂正及びボールペン等による記載に改め

ること。 

 

【こども未来部こども未来課青少年育成室】 

（１）備品管理について 

指定管理者に貸与している備品において、備品ラベルが貼付されていない事例が見受けら

れた。不備のない適切な事務処理を行うこと。 

 

 ２ 意 見 

 

【西武造園株式会社】 

（１）主催事業について 

ア 指定管理者のノウハウを活用した環境教育のための取組みを新たに検討しているとのこと

である。本市は歴史的背景から環境分野に力を入れてきた自治体であるため、所管課だけで

なく関係部局と情報交換を行い、取組みを進めていくこと。 【要望事項】 

イ 予定していた事業のうち、関係団体との調整がつかず中止したものがあったとのことであ

る。新規事業については、事業計画書を提出した段階で所管課と十分に協議を行い、市の意

見も取り入れた上で実現に向けて進めていくこと。 【改善事項】 

  ウ 水沢市民広場は、美しい星空を眺めることができるため「星の広場」として親しまれてお

り、少年自然の家には天体望遠鏡の備えもあることから、プラネタリウムの運営を行ってい
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る博物館と連携し、市民がより自然の星空に親しむことのできる取組みについて検討するこ

と。 【要望事項】 

（２）利用者の安全について 

   利用者の安全のため、宿泊利用がある場合は、宿泊専門員と普通救命講習を受講した常勤

スタッフ１名が宿泊して２４時間体制をとっている。さらに、医療面においても医療機関や

引率者と連携して対応できるよう体制を整えるとともに必要な知識を共有すること。 

 【改善事項】 

（３）不審者対策について 

   監視カメラやオートロックの設備もない状況下にあるため、安全確保はスタッフの熟練し

た対応にかかっている。さすまた等の防犯備品の設置状況の確認や使用訓練を十分に行うこ

と。 【改善事項】 

（４）ボランティアスタッフの育成について 

    小学生、中学生、大学生を中心にボランティアスタッフとして主催事業に参加してもらっ

ている。継続的に参加してもらえるよう、市と連携しボランティアスタッフの育成に努める

こと。 【要望事項】 

（５）使用許可について 

    行政財産の目的外使用許可に関する業務は市の責任において実施することとなっている。

使用許可の申請があった際に目的内の使用か否か判断が難しい場合は、所管課と十分協議し、

慎重な取り扱いを行うこと。 【要望事項】 

 

【こども未来部こども未来課青少年育成室】 

（１）指定管理者への指導監督について 

指定管理者から提出された報告書において、基本協定書の定めに従い添付すべき写真が添

付されていないにもかかわらず、補正を求めるなどの必要な指導を行うことなく当該報告書

を受け取っていた。受領時に確認し、適切に指導すること。 【改善事項】 

 （２）文書管理について 

    月次業務報告書において、翌月末の連絡調整会議の会議資料として、他の会議資料とあわ

せて供覧されていた。報告書受理後速やかに重要事項を整理したうえで供覧すること。 

 【改善事項】 

 （３）少年自然の家の利用促進について 

    指定管理者から提出された事業計画書において、企業からの使用の申し入れがあった場合

も施設の設置目的を踏まえて幅広く利用を受け入れるという旨の記載があるが、担当課とし

ては四日市市少年自然の家条例に定められた使用者の範囲として、新入社員研修などの一部

の目的を除き、企業は含まれないと解釈しているとのことである。今後、少子化により利用

者の増加を見込むのは難しくなると考えられるため、当施設の設置目的を妨げない範囲で、

条例解釈と事業計画書の記載に整合性を図り、幅広く利用を受け入れられるよう、利用促進

を図ること。 【改善事項】 

 （４）事故報告について 

    事故が発生した数日後に事故報告書を受領し供覧している事例が見受けられたが、発生直

後に指定管理者から連絡を受けたことや、それに対する市側の対応については特に記載がな
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い。事故発生直後に報告を受け、市として速やかに対応を行ったのであれば、その旨を書面

で記録に残しておくこと。 【改善事項】 

 （５）施設のバリアフリー化について 

    高齢者や障害者等が利用しやすい施設になるよう、指定管理者から現状について確認した

うえで、トイレの洋式化などバリアフリー化のための改修について計画的に取り組むこと。

 【要望事項】 

 （６）工作物の修繕について 

    水沢市民広場に設置されている看板、掲示板等の工作物に経年劣化がみられるため、修繕

を行うこと。 【改善事項】 

 （７）備品の安全確保について 

    取得から３０年以上経過している備品が多くあるので、安全に使用できるか十分に確認を

行い、事故防止に努めること。 【要望事項】 

 （８）監視カメラの設置について 

    少年自然の家には監視カメラが設置されていない。児童・生徒が利用する施設であること

から、不審者の侵入対策は厳重に行う必要がある。防犯対策の強化のため、監視カメラの設

置について検討すること。 【要望事項】 


